
農業用施設等の原材料等の支給についての流れ 
申請者（農事改良組合長又は農業者の代表者 

※区長又は町内会長が申請する場合は、農事

改良組合長又は農業者の代表者の承認を受

けてください） 
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支給できる場合 

  

作業２週間前までに 
申 請 

※対象箇所は事前に農業

委員会に確認の上、土木課

に提出してください。 審 査 

支給の可否 

工事実施 

着工前・完了の写真

を提出 
 

・支給申請書 
・承諾書 
・作業位置図 

※多面的機能支払交付金の

対象区域内では、支給品は

ご活用いただけません。 

支給品の 
受け渡し 

・側溝 
・側溝の蓋 
・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装合材 
・砕石 
・生コン 
・砂 
・ﾋｭｰﾑ管 
・塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 
・杭 
・板材 
・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 
・草刈機の替刃 
・草刈機の燃料 

支給品の受け取り 

工事完了 

農道・かんがい排水施

設かどうか等書類を審

査します 支給上限額は

1 団体 1 年

10 万円まで 



 
 

名 称 物  品  名 
○支給品 ・ 側溝 

・ 側溝の蓋（※１） 
・ アスファルト舗装合材 
・ 砕石 
・ 生コン 
・ 砂 
・ ヒューム管 
・ 塩化ビニール管 
・ 杭 
・ 板材 
・ カーブミラー 
・ その他これらに類するもの 

○支援物品 ・ 草刈機の替刃（1 年につき 1 台あたり 1 枚。ナイロンコード含む） 
・ 草刈機の燃料（1 年につき 1 台あたり 1 リットル） 

※１ グレーチングは盗難防止のため極力使用しないこととし、やむを得ない場合は支給す

る。ただし、盗難等にあった場合は自己責任において復旧すること 
 
 
 
 


